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国立大学法人電気通信大学土地等の貸付けに関する取扱細則 

 

制定 令和6年2月16日細則第14号 

 

（目的） 

第１条 この細則は、国立大学法人電気通信大学資産管理規程第２５条の２の規定に基づ

き、国立大学法人電気通信大学（以下「本学」という。）が所有する土地、建物その他の

土地の定着物及びその建物に付属する工作物（以下「土地等」という。）を、国立大学法

人法（平成１５年法律第１１２号。以下「法」という。）第３３条の３に基づき貸し付け

る場合の取扱いについて必要な事項を定める。 

（適用範囲） 

第２条 法第３３条の３に基づく土地等の貸付けに係る取扱いについては、法令、本学の諸

規則及び国立大学法人法第三十三条の三における土地等の貸付けにかかる文部科学大臣

の認可基準に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。 

（貸付けの範囲） 

第３条 学長は本学の所有に属する土地等について、本学の業務のために現に使用されて

おらず、かつ、本学において将来的な使用予定はあるものの、当面これらのために使用さ

れることが予定されていない場合において、その対価を本学の教育研究水準の一層の向上

に充てるため、教育研究活動に支障のない範囲に限り、文部科学大臣の認可を受け、貸し

付けることができる。ただし、次の各号の一に該当する場合は、貸し付けることができな

い。 

(1) 本学の業務の遂行に支障の生じるおそれがあること。 

(2) 本学の財産の管理上支障の生じるおそれがあること。 

(3) 本学の業務の公共性に鑑み、貸し付けた土地等の利用用途が以下に該当するおそれが

あること。 

ア 騒音、振動、塵埃、視覚的不快感、悪臭、電磁波又は危険物等を発生又は使用する

等周囲に迷惑を及ぼすような用途に使用するものであること 

イ 風俗営業又はそれに類する用途、犯罪に関わる又は助長する用途、深夜営業を主と

する用途、公序良俗に反する用途その他本学の品位を損なうような用途に使用するも

のであること 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴

対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の事務所

その他これに類するものの用に供しようとするものであること 

エ 上記のほか、その利用により公共性、公益性を損なうおそれがある用途に使用する

ものであること 

(4) その他本学の財産の用途又は目的を妨げるおそれがあること 
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２ 学長は、前項の貸付けを行うため、文部科学大臣の認可を受けようとするときは、役員

会の議を経て決定する。 

３ 資産管理責任者は、貸付けを行う場合、次の各号に留意するものとする。 

(1) 必要に応じ本学が使用する部分と貸し付ける部分の動線を分離する等、安全管理に配

慮すること 

(2) 貸し付ける部分の土地等において、第三者との権利関係を十分に調査して確認するこ

と 

（貸付相手方の選定） 

第４条 貸付契約を締結しようとする場合には、本学の諸規則等に基づき、かつ、契約に基

づき、貸付条件を貸付期間を通じて適切に履行する者を慎重に選定するものとする。 

２ 貸付相手方（以下「借受者」という。）の選定にあたり必要な事項を調査審議するため

に、個々の事案に応じ、必要な会議を置くものとする。 

３ 借受者を競争等により選定する際には、競争等の参加資格として、次に掲げる要件を明

記することとする。 

(1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、

その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団又は暴力団員（暴

対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと 

(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者ではないこと 

(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者ではな

いこと 

(4) 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ている者ではないこと 

(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者ではな

いこと 

(6) 暴力団又は暴力団員及び第二号から第五号にまでに定める者の依頼を受けて競争等

に参加しようとする者でないこと 

４ 競争等に参加させる際には、前項の要件を満たすこと及び将来的に当該要件に反する

ことはない旨を誓約させ、貸し付けた後に誓約が虚偽であることが判明し、又は前項の要

件に反することとなった場合、当該貸付契約の解消をされても異議を申し立てない旨を明

記した誓約書を提出させるものとする。また、必要に応じて、当該土地等の所在地を管轄

する警視庁又は都道府県警察に、競争等参加者が前項の要件を満たすか否か確認し、確認

の結果、当該者が前項の要件に反する場合には契約を締結しないものとする。 

（貸付けの手続） 
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第５条 貸付けを行う場合には、前条により選定した借受者に、次に掲げる事項を記載した

貸付申請書（別紙様式）を、本学に提出させることとする。 

(1) 所在地 

(2) 数量 

(3) 利用用途 

２ 前項の貸付申請書には、次の各号に掲げる書類を個々の事案に即して、必要と認める書

類を添付させるものとする。 

(1) 申請物件の利用計画書（利用計画図添付） 

(2) 事業計画書 

(3) 申請者が地方公共団体であって貸付申請が当該地方公共団体の議決機関の決議を要

するものである場合は、その議決書の写し、執行機関の専決処分に属するものであると

きは、その根拠となる条例の条項、また、予算措置を要するものであるときは、当該経

費の支出を明らかにした予算書 

(4) 申請者が法人（地方公共団体を除く。）である場合は、当該法人の名称、住所及び代

表者等を記載した現在事項全部証明書、定款並びに最近の損益計算書、貸借対照表、財

産目録及び事業（決算）報告書 

(5) 申請者が法人（地方公共団体を除く。）であって、当該施設の取得に当たり予算措置

を要するものであるときは、当該経費の支出を明らかにした書類 

(6) 申請者が個人である場合は、住民票の写し又は住居証明書 

(7) 監督官庁の許可又は認可を要するものである場合は、その許可書、認可書（内認可書

を含む。）若しくはその謄本又は許可若しくは認可があった旨の証明書 

(8) 暴対法第２条に規定する暴力団を排除する取組として、次に掲げる事項を記載した誓

約書（ただし、入札参加の際に下記に係る誓約書を提出している場合又は相手方が国、

地方公共団体、独立行政法人若しくは国立大学法人等の場合は除く。） 

ア 第４条第３項各号に当たる契約の相手方として不適当な者に借受者が該当せず、将

来においても該当しないこと 

イ 貸付けを受けた本学の財産の使用にあたっては、暴力団若しくは法律の規定に基づ

き公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又

はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りなが

ら、貸付けの対象となる土地等を第三者に転貸し又は賃借権を譲渡することを行わな

いこと 

ウ 貸付けを受けた本学の財産を使用するにあたって、暴力団又は暴力団員、社会運動

標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、その他暴力団関係者から、不当要求又は業務妨害

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、速やかに本学と連携をして、

必要に応じて警察への通報などの対応をとること 

(9) 暴対法第２条に規定する暴力団を排除する取組として、役職名、氏名、生年月日、性
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別、住所等を記載した役員名簿（ただし、相手方が国、地方公共団体、独立行政法人若

しくは国立大学法人等の場合は除く。） 

(10) その他貸付申請に当たり必要と認めるもの 

（貸付契約の方式） 

第６条 土地の貸付けは、当該貸付けが建物の所有を目的とする場合においては、原則、借

地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条に基づく定期借地権の設定契約（以下「定期

借地契約」という。）又は第２３条に基づく事業用定期借地権の設定契約（以下「事業用

定期借地契約」という。）によるものとする。また、当該貸付けが建物の所有以外を目的

とする場合においては、借地借家法の適用のない賃貸借契約（以下「賃貸借契約」という。）

によるものとする。なお、定期借地契約及び事業用定期借地契約は、公正証書によるもの

とする。 

２ 建物の貸付けは、原則、借地借家法第３８条に基づく定期建物賃貸借契約によるものと

する。 

３ 建物以外の土地の定着物の貸付けは、原則、当該土地の定着物の種類に応じて賃貸借契

約によるものとする。 

４ 学長は、貸付相手方との契約が締結された時点で、速やかに当該契約書の写しを文部科

学大臣に対して提出するものとする。 

５ 学長は、貸付相手方における当該土地等の利用用途の変更など、前項において提出した

契約書の写しの内容に変更が生じた場合には、変更後、速やかに変更後の当該契約書の写

しを文部科学大臣に対して提出するものとする。 

（借地権の種類） 

第７条 前条により設定する借地権は、賃借権とする。 

（貸付期間） 

第８条 貸付期間は、法令の定める期間内で、当該土地等の本学の将来における使用見込み、

当該建物の構造、使用期間等を勘案して、個々の事案に即して個別に判断するものとする。  

２ 貸付契約の更新は、法令の規定に基づき行うこととする。なお、定期借地契約、事業用

定期借地契約には、更新制度はなく引き続き貸付けを行う場合には、再契約となり、本学

は改めて法第３３条の３に規定する文部科学大臣の認可を受けるための申請を行う。また、

再申請の際には、当初申請時における土地等の将来的な使用予定や貸付期間との合理性、

関係性を明確にすることとする。 

（担保） 

第９条 貸付料及び地代の不払い、原状回復不履行などに備えて、原則、担保を徴すること

とする。 

（付保） 

第10条 契約責任者は、独立した一棟の建物の全部又はその大部分を貸し付ける場合にお

いては、必要に応じて、借受者に本学の指定する金額を保険金額として、本学を被保険者
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とする損害保険契約を締結させることとする。 

（貸付料等の算定） 

第11条 貸付料、地代及び権利金等一時金（以下「貸付料等」という。）の額の算定や徴収

方法については、民間の土地等賃貸取引実例等を参考にし、適正な額及び方法等を個々の

事案に即して個別に判断し、本学と借受者との貸付契約において定めるものとする。 

（貸付料等の納付） 

第12条 資金責任者は、前条により算定し決定した徴収方法に基づく貸付料等について、期

日と方法を指定した上で、借受者に請求するものとする。 

（延滞金） 

第13条 資金責任者は、前条により指定された期日までに借受者が貸付料等を納付しなか

った場合は、指定された期日の翌日から本学が収納した日までの日数に応じ、年３％の割

合で計算した金額を延滞金として借受者に請求するものとする。 

（転貸） 

第14条 契約責任者は、借受者との当該貸付けに係る契約において、借受者が借り受けた土

地等の一部又は全部を第三者に転貸しようとする際には、予め次に掲げる事項を記載した

転貸承認申請書を本学に提出するよう定めることとする。 

(1) 転貸の対象となる土地等の所在地、数量及び面積 

(2) 転借人の住所及び氏名 

(3) 転借人の利用用途 

２ 借受者が借り受けた土地の一部又は全部を区分建物売買を目的とした建築物（以下「マ

ンション等」という。）の建設を利用用途とした契約における区分所有者への転貸（転借

地権の譲渡を含む。）については、事前に前項第２号の事項を記載することを要しないも

のとする。 

３ 契約責任者は、前項に定める転貸を受けた借受者に対し、マンション等における転借人

の状況について定期的に報告を求めるものとする。また、本学が必要と認める際には、不

定期に報告を求めることができる。 

４ 第１項に定める転貸承認申請書には、第５条に準じ、承認申請にあたり必要と認める書

類を添付させるものとする。 

５ 転貸について借受者より承認申請があった場合には、本学の用途又は目的を妨げない

と認められ、かつ、転貸の期間を通じて、転貸人である借受者が、本学との契約における

貸し付けた土地等の利用方法及び貸付料の支払い等の貸付条件を適切に履行する上で妨

げにならないと本学が認める者であることのほか、本学が不利となるおそれがなく、やむ

を得ないと認められる場合に限り承認することができる。 

６ 前項で定める本学が不利となるおそれがある場合とは、次の一に該当する場合とする。  

(1) 転借人の転貸人に対する転貸料支払い能力に不安がある場合 

(2) 契約における借地権・土地賃借権の残存期間が短い場合 



6 

 

(3) 転借人の利用用途が第３条第１項各号のいずれかに該当するおそれがある場合 

(4) その他学長が不利となるおそれがあると判断した場合 

７ 本条の規定は、転貸の承認を受けた転借人が転借地権の譲渡を申請する場合にも準用

する。 

（賃借権の譲渡）  

第15条 契約責任者は、借受者との当該契約において、借受者が第三者に賃借権を譲渡しよ

うとする際には、必ず予め次に掲げる事項を記載した賃借権譲渡申請書を本学に提出する

よう定めるものとする。 

(1) 賃借権の譲渡の対象なる土地等の表示 

(2) 譲受人の住所及び氏名 

(3) 譲受人の利用用途 

(4) 譲渡予定年月日 

(5) 譲渡を必要とする理由 

(6) 譲渡契約書（案） 

２ 前項の賃借権譲渡申請書には、第５条に準じ、事案に即して、申請にあたり必要と認め

る書類を添付させるものとする。 

３ 賃借権の譲渡について借受者より承認申請があった場合には、本学としての用途又は

目的を妨げないと認められ、かつ、貸付期間を通じて、契約に基づき、貸し付けた土地等

の利用方法及び貸付料等の支払い等の貸付条件を適切に履行すると本学が認める者が譲

受人であることのほか、本学が不利となるおそれがなく、やむを得ない場合と認められる

場合に限り承認することができる。 

４ 前項で定める本学が不利と認められるときは、次の一に該当する場合とする。 

(1) 譲受人の貸付料支払い能力に不安がある場合 

(2) 契約における借地権・土地賃借権の残存期間が短い場合 

(3) 借地権等の譲渡により貸付土地等が細分化され、貸付土地等の全体的用、効率利用に

著しい支障をきたし、価格の低下、利用価値の減少等が生じる場合 

(4) 借地権等の譲受人に人的信頼関係がない場合 

(5) その他学長が不利となるおそれがあると判断した場合 

５ 賃借権の譲受人と貸付契約を締結する場合には、賃借権の譲受人は本学と賃借権の譲

渡人との間の契約（以下「原契約」という。）における借受者の地位を承継するものとし

て取扱い、貸付期間は原契約における残存期間、貸付料は原契約における金額とする。 

（第三者貸付け）  

第16条 契約責任者は、借受者との当該貸付けに係る契約において、借受者が貸付地上の自

己所有建物を第三者に貸し付けようとする際には、借受者が、当該建物の貸付けを受けた

第三者の利用等により、借受者と本学との間の契約における貸付条件の適切な履行が妨げ

られないよう責任を持ち、仮に違反が確認された場合には速やかに違反の是正のための措
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置をとることを定めるものとする。 

（増改築等） 

第17条 契約責任者は、借受者との当該契約において、借受者が増改築等による現状の変更

（軽微な変更は除く。）をしようとする際には、必ず予め次に掲げる事項を記載した増改

築等承認申請書を本学に提出するよう定めるものとする。 

(1) 増改築等の対象となる建物の表示（所在地、種目、数量、面積等） 

(2) 増改築等しようとする建物の表示（種目、数量等） 

(3) 利用用途 

(4) 増改築等の工事予定年月日及び工事完了予定日 

(5) 増改築等を必要とする理由 

(6) その他参考資料 

２ 前項の増改築等承認申請書には、第５条に準じ、申請にあたり必要と認める書類を添付

させるものとする。 

３ 増改築等による現状の変更をすることについて借受者より承認申請があった場合には、

本学の財産の用途又は目的を妨げないと認められ、かつ、次の各号に留意し、本学等にお

いて審議のうえ、やむを得ない場合と認められる場合に限り承認することができる。 

(1) 増改築を必要とする事情 

(2) 建物の朽廃状態 

(3) 貸付けの残存期間 

(4) 建築基準法、都市計画法等により諸規制との整合性 

(5) 貸付料の納付状況 

(6) 建物の種類、構造等の変更を行う場合には、第１号から前号までのほか、当該土地等

周辺の防火地域の指定の有無、付近の土地の利用状況、契約締結後の事情の変化の有無 

（用途変更） 

第18条 契約責任者は、借受者との当該契約において、借受者が利用用途の変更を行おうと

する際には、必ず予め次に掲げる事項を記載した利用用途変更申請書を本学に提出するよ

う定めるものとする。 

(1) 利用用途変更の対象となる土地等の所在地、数量、面積 

(2) 変更後の利用用途 

２ 前項の利用用途変更申請書には、第５条に準じ、申請にあたり必要と認める書類を添付

させるものとする。 

３ 利用用途を変更することについて借受者より承認申請があった場合には、本学の財産

の用途又は目的を妨げないと認められ、かつ、次の各号に留意し、本学等において審議の

うえ、やむを得ない場合と認められる場合に限り承認することができる。  

(1) 利用用途変更を必要とする事情 

(2) 変更後の利用用途が第３条第１項各号のいずれにも該当しないこと 
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(3) 貸付けの残存期間 

（報告等） 

第19条 契約責任者は、当該貸付けに係る契約において、契約に定める義務の履行状況を確

認する必要があると認めるときは、貸付資産の使用状況について借受者から参考となるべ

き資料、その他の報告を徴求し、又は立ち入り調査をすることができる旨の特約を付すも

のとする。また、当該特約に違反した場合には、違約金を徴する旨の特約もあわせて付す

ものとする。 

２ 契約責任者は、借受者が借受資産を滅失又は毀損したときは、遅滞なく滅失又は毀損の

状況に関して滅失毀損報告書を担当部署に提出を求めるものとする。 

（賠償責任） 

第20条 契約責任者は、前条第２項の場合において、滅失又は毀損が借受者の責に帰すべき

事由により発生したものであると認めるときは、借受者にその負担において滅失又は毀損

した貸付資産を補填若しくは修理をさせ、又は金銭をもって、その損害を賠償させること

ができる。 

（違反事項） 

第21条 契約責任者は、借受者が貸付契約書で定めた履行義務について、当該履行義務に違

反した場合における措置内容を次の各号の一に掲げるとおり契約書に定め、違反を確認し

た場合には、速やかに措置を行うものとする。 

(1) 借受者が無断で転貸又は賃借権の譲渡をしたときは、専門家等の意見を徴し、民間の

土地等賃貸取引実例等を参考にして算定した額の違約金を徴収した上で、契約を解除し、

貸付財産の明け渡しを求めるものとする。ただし、特段の事情がある場合には、専門家

等の意見を徴し、それぞれ第１４条第３項及び第４項、第１５条第３項及び第４項の承

認申請に準じて審査の上、違約金を徴収し、これを追認することができる。 

(2) 借受者が増改築等の現状変更の制限に違反したときは、専門家等の意見を徴し、民間

の土地等賃貸取引実例等を参考にして算定した額の違約金を徴収した上で、契約を解除

し、貸付財産の明け渡しを求めるものとする。ただし、特段の事情がある場合には、専

門家等の意見を徴し、第１７条第３項の承認申請に準じて審査の上、違約金を徴収し、

これを追認することができる。 

(3) 借受者が契約において指定された用途（以下「指定用途」という。）に違反したとき

は、次に掲げる措置を行うものとする。 

ア 指定用途以外の用途に供したときは、相当の期間を定めて指定用途に供すべきこ

とを求め、当該期間内に履行しないときは民間の土地等賃貸取引実例等を参考にして

算定した額の違約金の徴収及び契約を解除する旨を相手方に通知するものとする。 

イ アに規定する期間内に指定用途に供しない場合は、専門家等の意見を徴した上で、

違約金を徴収するとともに、契約を解除し、貸付財産の明渡しを求めるものとする。

ただし、特段の事情がある場合には、専門家等の意見を徴し、第１８条第３項の承
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認申請に準じて審査の上、違約金を徴収し、これを追認することができる。 

(4) その他借受者が契約書に定める義務等に違反したとき、又は貸付資産を善良な管理者

の注意義務をもって管理しなかったとき、若しくはこの細則に基づく契約責任者の命

令若しくは処分に違反したときは、次に掲げる措置を行うものとする。 

ア 直ちに是正を求め、是正に応じない場合には、民間の土地等賃貸取引実例等を参

考にして算定した額の違約金を徴収する旨を相手方に通知するものとする。 

イ アの是正に応じない場合は、専門家等の意見を徴した上で、違約金を徴収すると

ともに、契約を解除し、貸付財産の明渡しを求めるものとする。 

（光熱水料の納付） 

第22条 契約責任者は、借受者に対し、借受者が貸付資産において使用した電力料、水道料、

電話料及びガス料等を納付させるものとする。 

（事故の責任） 

第23条 契約責任者は、貸付期間中に生じた一切の事故について、当該借受者にその責を負

うことを求めるものとする。ただし、不可抗力による災害については、この限りでない。 

（原状回復等） 

第24条 契約責任者は、借受者に対し、貸付期間が終了したときは、指定した期日までに原

状回復の上、当該資産の引き渡しをするよう求めるものとする。ただし、契約条項で別に

定めた場合においてはこの限りではない。 

２ 第６条第１項による土地の貸付けにかかる原状復旧については、当該資産を更地にし

引き渡すものとする。 

（その他） 

第25条 この細則に定めるもののほか、資産の貸付けに関し必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

１ この細則は、令和６年２月１６日から施行する。 

２ この細則は、令和６年３月３１日までは、第１条、第２条及び第８条中「第３３条の３」

とあるのは「第３４条の２」と読み替えて適用する。 
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別紙様式（第５条第１項関係） 

 

令和  年  月  日 

 

国立大学法人電気通信大学長 殿 

 

申請者 所在地 

法人名及び代表者氏名 

印 

 

貸付申請書 

 

 

下記のとおり借受いたしたく、関係資料を添付して申請します。 

 

１．借受しようとする資産 

一 所在地 

 

 

二 数量 

 

 

２．利用用途 


